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お客様各位 

 
『新訂第二版　公用文の書き表し方の基準（資料集）』補訂情報について 

 
 
　令和7年12月22日内閣告示第4号により「ローマ字のつづり方」が告示され、同日付け内閣訓
令第１号にて「「ローマ字のつづり方」の実施について」が定められました。本書「ローマ字のつづ

り方」（p205～207）について下記補訂情報をご案内致しますので、書籍と併せてご確認くださ
い。 
※文化庁HPでも確認できます。以下のサイトをご覧ください。 
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/roma/index2.html 
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